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Ⅰ 学校施設開放事業について 

１ 目的 

松戸市学校施設開放事業は、松戸市立小中学校の学校施設（校庭、体育館等の体育施設をい

う。以下「施設」という。）を、学校教育に支障のない範囲においてスポーツ・レクリエーシ

ョン活動の場として市民に開放し、市民の体力の向上、健康の増進及び青少年健全育成並びに

地域コミュニティ活動の推進と向上を図ることを目的としています。 

 

２ 開放施設 

松戸市立小学校（全 45校）及び中学校（全 20校）の施設 

 

３ 利用資格 

（１）定期利用団体として登録した団体への開放 

次に掲げる団体で、学校施設開放運営委員会（以下「運営委員会」という。）に学校施設

開放団体利用申請書を提出し、申請・許可を受けた団体が、定期的に施設を利用できます。 

ア 社会教育法（昭和 24年法律第 207号）第 10条に規定する社会教育関係団体 

イ 青少年健全育成活動のための団体 

ウ 地域コミュニティ活動のための町会、自治会等の団体 

エ その他松戸市が利用させることを適当と認めた団体 

  オ 代表者が市内在住、且つ 5名以上（うち、市内在住が過半数）の団体 

（２）禁止行為 

施設では、次のような行為を行うことはできません。 

ア 政治・宗教を目的とする行為 

イ 営利を目的とする行為 

ウ 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがある行為 

エ その他松戸市又は運営委員会が不適当と認める行為 

 

４ 学校施設の利用の優先順位 

学校施設は、開放事業のみならず、地域行事、地域活動及び選挙時の投票所等様々な利用が

なされています。このため、開放事業については、これらの行事を最優先として、優先順位を

次のとおりとします。  

（１）学校教育及び学校教育の延長または密接不可分と学校長が認めるもの（ＰＴＡ・地域行事・ 

学童保育等） 

（２）広く地域住民を対象とした公益的な活動 

・行政サービスの一環で使用するもの(選挙、防災訓練、避難所運営委員会等) 

・市が主催、共催するもの等 

・1日のみ（もしくは限定的な期間）の利用希望者で学校が許可したもの 
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（３）定期利用団体による利用（学校施設開放事業） 

※上記（１）と（２）の内容（地域行事、地域活動・選挙時の投票所等）は学校施設開放事

業に該当しません。運営委員会ではなく、学校と直接ご相談するようにしてください。 

 

５ 開放日 

学校施設開放は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び松戸市立小

学校及び中学校管理規則第 19 条の 2※1 に規定する休業日及び平日を含む夜間としています。

ただし、学校行事や部活動が優先となりますので、上記であっても開放しない場合があります。

また、学校長が特に認めた場合は、この限りではありません。 

 

※1松戸市立小学校及び中学校管理規則第 19の 2 

(休業日) 

第 19条の 2 学校教育法施行令第 29条の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。 

(1) 学年始め休業日 4月 1日から 4月 4日まで 

(2) 夏季休業日 7月 21日から 8月 31日まで 

(3) 冬季休業日 12月 24日から翌年 1月 6日まで 

(4) 学年末休業日 3月 25日から 3月 31日まで 

(5) 県民の日を定める条例(昭和 59年千葉県条例第 3号)に規定する日 

(6) 臨時休業日学年を通じて 7日以内で校長があらかじめ教育委員会の承認を得て定める日(第 

14号様式) 

  

６ 開放しない日 

学校施設開放は、年末年始、機械警備期間等の開放は原則ありません。ただし、各学校と相 

談のうえでの利用は可能とします。 

 

７ 開放時間・回数 

午前 9時から午後 9時まで。 

1回の利用時間は、午前・午後・夜間のいずれも 2時間とします。 

※学校の事情により開放施設・開放日・利用開始時間は学校ごとに異なります。 

 ※原則、各団体 1コマの利用とします。運営委員会内での調整を行なってください。 

また、新規団体の利用希望があった際、既存団体は優先的に譲ることとしてください。 

 

８ 利用料金 

無料 

 

９ 運営形態 

各学校に設置する学校施設開放運営委員会（以下「運営委員会」という。）が、学校ごとに

定める「学校施設開放運営委員会要領」に基づき、学校施設開放に関する業務を行います。団
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体の利用調整や施設の管理等は、運営委員会が学校と協議しながら自主運営で実施します。 

運営委員会のメンバーは、各定期利用団体の代表者、ＰＴＡ、地域の代表者、スポーツ推進

委員等により構成されます。 

 

１０ 学校備品の使用等 

（１）学校備品の使用 

原則として、活動に必要な備品や道具等は各団体で用意するようにしてください。 

学校教育に支障のない範囲で、校長が許可したものを使用できます。 

また、各運営委員会と学校の双方で、貸与する学校備品の種類、状態、保管場所等の確認

をお願いします。 

 

（２）学校備品の修繕等 

ア  使用者による破損・故障 

学校備品が破損・故障した際は、学校教育に支障をきたす恐れがありますので、速やか

に学校長へ連絡を入れてください。万が一、利用者による破損や故障が生じた場合は、過

失であっても基本的には原因者負担となります。学校長の指示を仰ぎ、利用者の責任で、

速やかに原状回復してください。 

イ  経年劣化・老朽化による修繕等 

学校備品は、学校教育のために公費で購入したものですので、経年劣化や老朽化による

修理や交換に係る費用は、公費での対応となります。そのため、利用団体の要望に応えら

れない場合があります。 

○  公費により学校が対応する事例 

・利用団体が適切に使用していた際、老朽化のため破損 

・経年劣化による体育館の照明の電球の不点灯 

○  利用者が対応する事例 

・利用団体の誤った使用方法により、学校備品が故障・破損 

・利用者が投げたボールにより、窓ガラスや壁面が破損 

・学校教育では使用せず、利用団体のみが使用している学校備品の老朽化 

 

１１ 登録情報の公開 

運営委員会に提出された団体利用申請書の内容のうち、利用団体名、使用施設、活動曜日、

使用時間等については、学校ごとに松戸市ホームページ掲載の学校開放 WEB システム（以下

「システムという」）に公開します。なお、変更があった場合は運営委員会へ連絡してください。 
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Ⅱ 利用上のルール 

 １ 学校施設開放利用の要件について 

（１）校庭、体育館等の体育施設で活動しようとする定期利用団体とは、「代表者（責任者） 

は市内在住であること、人数が 5 名以上で、市内在住が過半数である」という要件を満た

し、申請・許可された団体です。 

（２）学校施設開放事業運営事務に関わる情報（団体名、代表者氏名、連絡者氏名、住所、 

電話番号、メールアドレス等）を利用校の学校施設開放運営委員会へ提出できること。 

また、その情報が利用する学校施設開放運営委員会、利用する学校、松戸市に共有される

ことに同意した団体が利用できます。 

 

２ 学校施設の適切な利用について 

（１）施設利用時の責任者を明らかにし、責任者の指示に従ってください。 

（２）利用を許可された利用時間を厳守してください。 

雨天等で校庭のコンディションが悪い状態での無理な使用は、翌日の教育活動に支障をき 

たすため、利用しないでください。 

（３）施設利用時は鍵をしっかり管理し、退出時は用器具の片づけ、電気の消灯、水道、戸締り、 

施錠確認を必ずしてください。 

（４）各団体が使用する各競技用のポールやネット等の必要な備品、用具は利用団体が用意する 

ものです。学校のご厚意で借用している学校備品がある場合は、破損等をしないよう大切

に使用してください。 

（５）年度途中で利用を中止（休止含む）する場合は、運営委員会（運営委員会から学校、松戸

市に報告）に報告し、学校から鍵等の借用物があれば必ず返却ください。 

（６）１団体１校の利用を原則とします。 

 

３ 施設利用時の事故等の対応について 

（１）施設利用中に生じた事故は、利用団体の責任で対応してください。また、緊急車両を依頼 

する事故等が発生した場合は、学校とスポーツ振興課に報告してください。なお、利用団

体は、利用者責任のもと、スポーツ障害保険等に加入することをお勧めします。 

（２）運動場内外の施設や用器具、樹木、フェンス等を破損しないよう活動してください。 

利用時に学校の施設や備品を破損・故障させた場合は、過失であっても利用団体に原状復 

帰（弁償）していただきます。その場合、学校教育活動に支障が生じますので、学校に速 

やかに報告するとともに、学校の指示を仰ぎ対応してください。 

（３）施設利用中に近隣住民等から苦情があった場合は、団体責任者（代表者）が誠意をもって 

対応してください。また、概要を運営委員会及び学校に連絡をお願いします。 

（４）利用後に学校へ苦情等があった場合は、学校より運営委員会会長に連絡し、運営委員会が 

苦情対応をしてください。その後、対応状況を学校とスポーツ振興課に報告してください。 
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４ 施設利用に伴う禁止事項について 

（１） 学校敷地内や学校周辺での喫煙・飲酒、並びに火気の使用の禁止。 

（２） 駐車場以外への路上駐車や迷惑駐車の禁止。 

（３） 営利を目的とした活動の禁止。 

（４） 定期利用団体への未登録団体、施設使用未許可による施設利用の禁止。 

（５） 使用許可目的以外の利用、使用許可施設や場所、区域以外への立ち入りの禁止。 

（６） 光化学スモックの注意報、または、警報発令時は、屋外での活動の中止。 

（７） 安全面に配慮し、硬式野球、ゴルフは禁止。 

（８） その他マナー違反行為。 

 

５ 施設利用時のマナーについて 

（１）騒音防止を徹底してください。学校の多くは住宅地にあり、特に早朝・夜間は音が響きま

すので注意してください。特に、活動時の騒音に十分配慮してください。 

（２）自動車等を使用して学校敷地内に立ち入る際は、申請時に学校長の許可を受け、指定され

た場所に駐車・駐輪してください。また、自動車等の校庭への乗り入れ及び駐車は、原則

禁止です。 

（３）学校敷地内及び校門付近等学校周辺は禁煙です。近隣に迷惑をかけないでください。 

（４）複数の団体で利用する場合は、独占することなく、互いに利用の仕方を確認し、フェアー

に活動してください。 

（５）トイレ等使用した場所はきれいに清掃し、ごみは必ず持ち帰ってください。 

（６）貴重品は各自で管理し、紛失や盗難等は、利用団体の責任で対応してください。 

 

６ 施設利用に伴う報告について 

（１）定期利用団体は、実際に利用しない月があっても、学校施設開放使用報告の提出が必要 

となります。 

（２）定期利用団体が、毎月の利用報告書を 2ヶ月間連続で提出しない場合は、スポーツ振興課

から督促します。その後提出がなされない場合は、使用停止通知を松戸市より該当団体に

通知し、利用停止となります。また、一度督促を行なった団体については、二度目で利用

停止します。 

（３）年度途中で利用団体の責任者（代表者）・事務担当者に変更がある場合は、運営委員に報

告をしてください。運営委員会から学校、松戸市に報告をします。 

 

７ 施設利用の取り消しについて 

（１）上記４の（１）から（８）の事項に該当するとき。 

（２）利用許可の条件に違反するとき。 

（３）運営委員会や松戸市及び学校において、学校開放施設の管理上支障があると判断したとき。 
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Ⅲ 役割 

【１】学校 

学校（学校長）は、施設管理者として、学校開放施設・日・時間帯の確認、学校施設や学校

備品の維持管理、運営委員会の利用調整状況の把握等を担います。 

 

１ 開放施設・日・時間帯の確認 

毎年度、学校は、開放できる施設・日・時間帯を、運営委員会に示します。 

学校教育に支障が生じる等の理由により開放を廃止（一部廃止）する場合や、学校施設の工

事等により、開放を休業（一部休業）する場合は、必ず、スポーツ振興課へ報告してくださ

い。 

 

２ 利用上のルールの明示 

学校教育及び学校管理上支障が生じないよう、あらかじめ運営委員会に対して明示するとと

もに、施設利用のルールを校内に掲示し、特に利用団体に促す必要があるものについては必

要箇所に掲示してください。 

また、利用団体が施設利用上のルール等を守らない場合、現状確認のうえ、スポーツ振興課

に報告してください。悪質な場合は、スポーツ振興課が指導を行ったうえで、改善がみられ

ない場合は利用中止・抹消の手続きをとります。 

  

３ 利用状況の把握 

開放時間帯は、教職員は不在となりますので、現場確認することはできませんが、開放利用

状況の月例報告時・利用調整会議での状況報告・事故発生時の対応等、施設管理者として、

利用状況の把握に努めてください。 

 

４ その他 

（１）安全確保 

学校ごとに施設状況を判断し、必要がある場合は利用種目の制限を行ってください。なお、

当事業では、硬式野球・ゴルフは禁止しています。 

（２）学校備品の使用 

運営委員会及び定期利用団体が学校備品の使用を希望する場合は、学校教育に支障のない

範囲で、ご対応願います。事故防止のため、あらかじめ、運営委員会と学校の双方で、貸

与する学校備品の種類、状態、保管場所等を確認してください。 

（３）学校施設や学校備品の破損への対応 

利用者による破損や故障が生じた場合は、基本的には原因者負担となりますので、学校は、

利用者へ原状回復の指示をお願いします。学校教育のために公費で購入した学校備品の破

損や故障について、経年劣化や老朽化による場合には、一般的には学校または教育委員会

が、公費で対応します。 
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（４）新規利用希望団体からの問い合わせ対応 

新たに定期的に利用を希望する団体から学校に問い合わせがあった場合は、市ホームペー

ジ「学校施設開放事業」をご案内してください。手続き方法が記載されています。 

（５）新規団体の受け入れについて 

運営委員会と協議し、運営委員会のみで受け入れの決定が行われることのないようにお願 

いいたします。 

また、新規利用団体等が初めて学校施設を利用する際の鍵の貸出や学校で決められている

ルール等の説明等については、運営委員会事務担当者と学校で相談の上、適正に行ってく

ださい。 

（６）1日のみ利用希望する団体からの問合せ対応 

地域行事や一般の団体からの 1日のみ（もしくは限定的な期間）の利用申請があった場合 

は、学校で日程等を聞き取り、運営委員会と調整のうえ、学校判断で受入をしてください。 

この場合、松戸市への報告は不要です。 

 

【２】学校施設開放運営委員会 

１ 組織・業務 

（１）運営委員会は各定期利用団体の代表者、ＰＴＡ、地域の代表者、スポーツ推進委員等の代

表により構成します。 

（２）運営委員会の業務は、次のとおりとします。 

ア 具体的な開放計画の策定 

イ 利用団体の登録・承認 

ウ 利用団体の日程調整 

エ 学校施設開放団体利用申請の受付 

オ 学校施設開放団体利用の承認 

カ 利用団体代表者及び利用者への指導並びに指示 

キ 利用状況の報告 

ク 学校、地域住民、事業担当課（スポーツ振興課）との連絡調整 

（３）運営委員会の委員の任期は、１年とします。ただし、再任を妨げるものではありません。 

 

２ 活動 

（１）運営委員会の役員、会則に関すること等の意思決定をする場として、会議を開催します。 

（２）運営委員会の基本的なルールである会則（規約）を地域の実情や学校開放の利用状況に合

わせて作成し、必要に応じて見直しを行います。 

（３）学校開放の管理運営に係る管理を行います。 

（４）学校及び市等関係機関との連絡・調整を行い、利用団体への連絡・周知徹底を図り、安全 

で円滑な管理運営を行います。 

（５）利用調整 

利用調整を行う際は、最初に学校行事や地域住民を対象とした公益的な活動での利用予定を
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確認します（基本的には学校から提示します）。 

学校開放の利用団体は年々増えてきており、施設利用の件数も多くなっています。こうした

状況を踏まえ、本事業の目的達成のため、利用を希望する団体が公平に利用できるよう、12

ページの例を参考に、申し込み、利用できる機会を設け、利用調整を行ってください。 

また、特定の団体に利用が偏ることがなく、多くの新規団体が活動することができるよう、

利用調整会議は年 1 回以上定期的に行ってください。 

（６）施設利用中の安全管理 

運営委員会は、施設利用にあたり鍵の管理や安全上の問題等への対応が必要となります。

4～5 ページにある利用上のルールを守り、施設管理者である学校長の指示に従って必要

な対策を講じてください。また、利用者への周知徹底もお願いします。 

ア. 鍵の管理の徹底 

各運営委員会により鍵の管理が異なりますが、学校施設の安全管理を徹底してください。 

鍵の複製は原則禁止となります。また、紛失事故等を防ぐため、厳重な管理体制の確立 

をお願いします（学校と協議をしてください）。 

イ. 緊急時の連絡体制と事故報告 

緊急事態発生に備え、あらかじめ緊急連絡網を作成する等の対策をしてください。 

緊急事態が発生した場合には、必ず、学校へ報告することを徹底するとともに、再発防

止に役立てるためにも、発生時の情報について収集し、記録してください。 

ウ. 非常口、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置場所の確認及び周知 

緊急事態発生時の避難や、利用者の心停止に備えるため、非常口や ＡＥＤ設置場所を

確認し、利用団体に、設置場所と使用方法を周知します。学校開放利用者が使用できる

場所にＡＥＤ が設置されていない場合には、緊急対応方法を学校長とあらかじめ決め

ておいてください。 

 

３ 会長の役割 

（１）松戸市から通知される利用団体全体に関わることを、各団体に連絡してください。 

（２）利用団体への利用に際しての注意事項の周知徹底 

運営委員会会長は、各利用団体に対し、団体の利用申請及び利用許可時に、施設利用上 

のルール（4～5ページ参照）遵守の周知徹底を図ってください。 

 

４ 事務担当者の役割 

 運営委員会事務担当者の方は、年度初め及び毎月の業務があります。下記のとおり、名簿

や一覧表等の作成、定期利用団体の取りまとめ、問い合わせ対応等を行ってください。 

※担当者が年度により代わる場合は、引継ぎを徹底してください。 

 

（１）毎年年度初め、毎月、各利用団体の報告書等をまとめ、スポーツ振興課及び学校に提出 

（２）利用の受け付け・申請書等の受理 

（３）利用団体情報の変更 
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利用月の翌月 5日までにシステムから提出 

（４）松戸市から通知される軽微な事務連絡を定期利用団体に周知してください。 

 

●運営委員会事務担当者の業務詳細 

（１）年度初めの業務 

新年度のご利用にあたっての報告事項は、システムにて確認・入力し、スポーツ振興課へ提

出してください。 

〇 年度当初にスポーツ振興課へ提出する事項 

  （システム内で確認・入力） 

1. 定期利用団体からの申請確認・承認 

2. 学校施設開放予定表の作成 

3. 新年度学校施設開放委員会名簿 

 

（２）毎月の業務 ～利用状況の報告～ 

毎月行う業務として、利用報告書の取りまとめがあります。運営委員会事務担当者と定期利

用団体事務担当者が連携して行ってください。 

 

○ 運営委員会事務担当者が毎月スポーツ振興課及び学校に提出する書類     

【期限】 利用月の翌月 10日まで 

定期利用団体からの利用報告をシステム内で確認し、利用月の提出が完了したらスポーツ振興

課へ通知してください。 

 

５ 随時の業務（利用申請・許可については、年度当初及び随時） 

運営委員会事務担当者の方には、学校施設開放に関する問い合わせ対応を行っていただきま

す。日中に学校やスポーツ振興課から電話が入ることが想定されますので、ご了承ください。 

電話対応できない場合は、運営委員会事務担当者の方にメールで概要をお伝えする場合もご

ざいますので、ご確認のうえ、ご対応をお願いします。 

 

６ 定期利用団体事務担当者 

・定期利用団体学校施設開放利用報告書を学校施設開放利用月の翌月 5 日までにシステムへ入

力し、提出をしてください。 

※利用がない月も提出が必要ですので「未利用」にチェックを入れてシステムから提出してくだ

さい。 

 

 

① 運営委員会事務担当者 

・システムを通して定期利用団体事務担当者から提出のあった利用報告書を全団体分確認する。 

・全団体分確認が取れたら、学校施設開放利用月の翌月 10 日までにシステムからスポーツ振興

課へ通知を出す 
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■ 市民からの主な問い合わせ 

①新規での利用申請・許可について（年度当初・随時） 

⇒１１ページ「◆利用申請・許可の流れ」を参照 

②近隣住民等からのご意見 

 ⇒学校やスポーツ振興課に近隣住民等から苦情等が入りましたら、運営委員会事務担当者に内

容をお伝えします。運営委員会会長と相談の上、該当すると思われる団体に対して、指導を

行ってください。 

 ※苦情の内容や状況によって、対応が異なる場合がありますが、原則として運営委員会及び 

該当する団体で対応していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意点】 

学校の利用についてスポーツ振興課や学校に市民の方から問合せがあった際は、運営

委員会事務担当者の連絡先をご案内します。 

※学校施設開放事業用のフリーアドレスの作成を推奨します。 

※新年度の運営委員会名簿が提出されるまでの間は、暫定的に前年度の事務担当者の連

絡先をご案内します。 
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1 スポーツ振興課宛に利用希望依頼が届く。 

  ・スポーツ振興課にて、手引きに記載された利用条件を満たしているか審査を行う。 

  ・審査の結果、問題が無ければ、利用希望者に運営委員会事務担当者の連絡先を伝える 

2 スポーツ振興課から運営委員会事務担当者宛へ利用希望があった旨を連絡する 

3 利用希望者が利用希望校の運営委員会事務担当者に連絡する。 

  ※運営委員会にて、改めて利用内容を確認し、各学校の条件に合致しているか審査を行う。 

4 運営委員会にて、利用日程、時間の調整を行う。 

※申請があった時間帯が利用可能かどうか、学校に事前に確認をすること 

※原則として、１団体１校までの利用とする。 

 

5 運営委員会事務担当者が利用調整を行い、受け入れが可能となった場合は、スポーツ振興課に 

連絡する。 

スポーツ振興課は「団体登録申請用の URL」を利用希望者にメールで配布する 

  「URL・・・」 

  

 6 新規利用団体 事務担当者がシステムから団体登録申請を行う。 

運営委員会事務担当者が内容を確認・承認する。 

※同時にスポーツ振興課でも団体登録申請を確認・承認する。運営委員会事務担当者および 

スポーツ振興課の両方で承認されることで、新規利用団体事務担当者に ID・PASSが発行     

されます。 

 

 

7 新規利用申請が完了する。  

※施設使用にあたっての注意点については、学校と協議の上ご対応ください。 

 

◆利用申請・許可の流れ（提出、交付については、基本的にメールで行います） 

利用の希望があった際は、下記のとおり対応してください。 

※年度当初については、調整会議にて決定するため、1～3の業務は除きます。 
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5 新規団体の受け入れについて 

（１）新規団体（耐震工事、統廃合により活動場所を失った団体を含む）から申請があった 

ときはできる限り受け入れを行ってください。 

（２）利用枠や活動時間等に公平性を欠くことないよう利用調整を行ってください。 

新規団体の利用相談があったとき、週に複数回活動を行っている既存の利用団体や長時間

利用している団体の利用枠を譲る等の工夫をお願いします。 

【利用調整例】 

例１ １回の利用時間を概ね２時間程度とし、より多くの利用枠が得られるよう工夫する。 

例２ 複数回利用している団体の利用回数を調整し、新規団体に譲る。 

例３ 全面使用している活動を半面ずつの使用にすることで、複数団体で利用する。 
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既存の団体①・団体⑤・団体⑩の協力により、新規の団体⑪・団体⑫・団体⑬が利用を開始できます。 

 

※  下図は体育館の調整例です。 

＜＜調整前＞＞ 

時間/曜日  月 火 水 木 金 土 日 

9～11時      団体⑤ 団体⑦ 

11～13時      団体⑤ 団体⑧ 

13～15時      団体⑤ 団体⑨ 

15～17時      団体⑤ 団体⑨ 

17～19時      団体⑥ 団体⑩ 

19～21 時 団体① 団体② 団体① 団体③ 団体④ 団体⑥ 団体⑩ 

 

 

 

＜＜調整後＞＞ 

時間/曜日  月 火 水 木 金 土 日 

9～11時      団体⑤ 団体⑦ 

11～13時      団体⑤ 団体⑧ 

13～15時      団体⑫ 団体⑨ 

15～17時      団体⑫ 団体⑨ 

17～19時      団体⑥ 団体⑩ 

19～21 時 団体① 団体② 団体⑪ 団体③ 団体④ 団体⑥ 団体⑩・⑬ 

 

 

 

新規団体が利用希望をしているにも関わらず、前ページのような利用日程調整がされず、既得権

等により特定の団体が長時間又は複数日を独占的に使用していることが見受けられる場合、該当

する運営委員会及び団体について、松戸市より指導をする場合がございます。 

（利用調整を既にしており、現状よりも追加で受入が難しい場合等は除きます） 

 

  

新規団体の申し込みが来たとき、複数回利用している団体①、長時間利用している団体⑤、団体⑩

が半面しか利用しない場合には、利用枠を新規団体に譲る等の工夫をお願いします。 
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1 松戸市（スポーツ振興課）への申請 

 

（１）ホームページ内「松戸市学校施設利用状況」から、希望する学校の利用状況をご確認ください 

（２）スポーツ振興課の審査が通りましたら各学校の運営委員会のメールアドレスをお伝えします 

 

 

 

６ 情報伝達の流れ 

 

メールにて情報伝達 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 新規希望団体の手続き 

１ 新規団体申請の前の確認事項 

（１）松戸市ホームページにて、松戸市学校施設開放事業手引きを読み、「目的」を理解し、「利

用資格」に該当するかをご確認ください。 

（２）4～5ページの「Ⅱ 利用上のルール」をよくご確認ください。 

２ 利用までの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇スポーツ振興課へのメール送付内容 

 

・利用希望学校 

・団体名代表者氏名 

・代表者住所代表者連絡先 

・担当者氏名 

・担当者連絡先 

・利用希望場所 

・利用人数 

・使用希望の日時 

・種目 

スポーツ振興課メールアドレスに左記内容を送付 

＜mcsports2@city.matsudo.chiba.jp＞ 

 

左記内容を基に、スポーツ振興課にて審査します。 

確認事項等ある場合は担当者に連絡します。 

発信元 

 

スポーツ振興課 

各学校 

運営委員会 

会長・事務担当者 

各定期利用団体 

事務担当者 

各利用団体 

団体員 
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２ 運営委員会との連絡 

 

（１） スポーツ振興課からお伝えした運営委員会事務担当者宛に、スポーツ振興課に送付した送付内容を送付

します 

（２） 運営委員会内にて審査・調整をし、結果が送付されます 

利用できるようになった場合は、運営委員会の指示に従い、WEBから団体登録申請をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※利用上のルールを今一度ご確認のうえ、利用してください。 

ルールを守れない場合は、利用を停止することもございますので、ご協力をお願いいたします。 

※原則、１団体１校の利用となっております。 

 

Ⅵ 参考（関係法令・要綱等） 

１ 教育基本法（平成１８年 法律第１２０号） 

（社会教育） 

第１２条 第１項省略 

２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の

施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努

めなければならない。 

２ 学校教育法（昭和２２年 法律第２２号） 

第１３７条 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は

学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。 

３ 社会教育法（昭和２４年 法律第２０７号） 

  第６章 学校施設の利用 

（学校施設の利用） 

第４４条 学校（国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。）の管理機関は、

学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供

するように努めなければならない。 

   ２ 省略 

（学校施設利用の許可） 

第４５条 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可

を受けなければならない。 

２ 前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あら

かじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。 

第４６条 国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、

前条の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。 

第４７条 第４５条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、
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同条第１項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。 

２ 前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定め

る。 

４ スポーツ基本法（平成２３年 法律第７８号） 

（学校施設の利用） 

第１３条 学校教育法第２条第２項に規定する国立学校及び公立学校の設置者は、その設置す

る学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に

供するよう努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の利用を容易にさせるため、又はその利用上の利便性の向

上を図るため、当該学校のスポーツ施設の改修、照明施設の設置その他の必要な施策を講

ずるよう努めなければならない。 

 

５ 松戸市学校施設開放実施要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、松戸市小学校及び中学校の学校施設（体育施設及び普通教室。以下「施設」

という。）を市民に開放し、体力の向上、健康の増進及び青少年健全育成並びに地域コミュニ

ティ活動の振興と向上を図り、もって明るく楽しい市民生活の発展を図ることを目的とする。 

 （施設の開放を実施する学校の指定） 

第２条 教育委員会は、毎年度学校教育上支障のない範囲において施設の開放を実施する学校

（以下「開放校」という。）を指定する。 

 （開放施設） 

第３条 開放校の指定を受けた当該学校長は、学校管理上支障のない範囲において施設を開放す

るものとする。 

２ プールについては、児童、生徒及び地区の子供会等で責任者のいる団体についてのみ開放す

るものとする。 

 （開放日） 

第４条 施設の開放日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日及び松戸市立小学校及び中学校管理規則（昭和３９年松戸市教育委員会規

則第２号）第１９条の２に規定する休業日とする。ただし、当該学校長が特に認めた場合は、

この限りでない。 

 （開放時間） 

第５条 開放時間は、午前９時から午後９時までとし、１回の利用時間は午前、午後、夜間を各

１回とし、１回の時間は、４時間程度とする。ただし、当該学校長が特に認めた場合は、この

限りでない。 

 （運営委員会の設置） 

第６条 施設の開放を効果的に運営するため、当該開放校に学校施設開放運営委員会（以下「運

営委員会」という。）を設置し、別に定める運営委員会要領に基づき、施設開放に関する業務

を行う。 
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 （施設の利用範囲） 

第７条 施設は、次の団体に対し利用させる。 

(1) 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１０条に規定する社会教育関係団体。 

(2) 青少年健全育成活動のための団体 

(3) 地域コミュニティ活動のための町会、自治会等の団体 

(4) その他教育委員会が利用させることを適当と認めた団体 

２ 前項の規定にかかわらず、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）の規定による個人演

説会場として、学校施設を利用しようとする個人又は政党については、施設を利用すること

ができる。 

 （利用の申請） 

第８条 開放校の施設を利用しようとする者は、利用する前日までに当該運営委員会会長に学校

施設開放団体利用申請書（第１号様式）を提出して、許可を受けなければならない。 

  

（利用の許可） 

第９条 前条による申請書が提出されたとき当該運営委員会会長は、学校施設開放団体利用許可

書（第２号様式）を交付して許可する。 

（利用の不許可） 

第１０条 当該運営委員会会長は、次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。 

 (1) 特定の政党又は公選による公職の候補者を支持するため、若しくはこれに反対するた

めの利用又はその他の政治活動のために利用するとき。ただし、第８条第２項の規定によ

る施設利用の場合を除くものとする。 

 (2) 特定の宗教を支持し、若しくはこれに反対するために利用するとき又はその他の宗教

活動のために利用するとき。 

 (3) その他教育委員会又は運営委員会が不適当と認めたとき。 

（利用者の損害賠償等） 

第１１条 施設利用時における事故及び負傷等による医療費、車代等の費用は、原則として利用

者又は所属団体の負担とする。 

２ 第９条の規定により施設の利用許可を受けた者が、開放施設その他に対して損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。 

（利用状況の報告） 

第１２条 運営委員会は、学校施設開放日誌（Ａ）（第３号様式）に基づき当該学校長を経由し

て、学校施設開放日誌（Ｂ）（第３号様式の２）及び月例開放施設利用状況報告（第４号様式）

並びに学校施設開放団体利用許可報告書（第５号様式）を翌月の１０日までに教育委員会に提

出するものとする。ただし、３月については、翌月１日までとする。 

（管理責任） 

第１３条 施設の開放は、教育委員会の管理のもとに実施するものとし、校長は一切の責任を負

わないものとする。 

   附 則 
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１ この要綱は、昭和６０年４月１日から施行する。 

２ 昭和４４年１０月１日施行の松戸市学校体育施設開放実施要綱は廃止する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 
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６ 松戸市立○○○学校施設開放運営委員会要領（準則） 

（目 的） 

第１条 この要領は、松戸市学校施設開放実施要綱第６条の規定に基づき開放事務の円滑な運

営を図ることを目的として定める。 

（組 織） 

第２条 運営委員会は、委員○人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者について、当該学校施設開放運営委員会会長が任命する。 

(1) 定期利用団体の代表者                 ○人 

(2) スポーツ推進委員                   ○人 

(3) 管理指導員                      ○人 

(4) 地域の代表者                     ○人 

(5) その他、学校施設開放運営委員会会長が必要と認めた者  ○人 

（役 員） 

第３条 運営委員会に会長を置く。会長は委員の互選による。 

２ 会長は、学校長の指導のもと、会務を総理する。 

３ 必要に応じ、副会長・書記等の役員を置くことができる。 

４ 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定する委員（副会長）がその職務を代理する。 

（任 期） 

第４条 委員の任期は１年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会 議） 

第５条 運営委員会は、必要に応じ学校長と協議のうえ、会長が招集する。 

２ 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 運営委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところとする。 

４ 会議の結果については、学校長に報告する。 

（業務内容） 

第６条 運営委員会は、学校施設開放の目的を達成するため、次の業務を行う。 

(1) 学校施設開放事業全体の管理・運営。 

(2) 利用規定等の検討・決定。 

(3) 年間利用計画の調整と作成。 

(4) 管理指導員の推薦・市への報告。 

(5) 利用状況の月例報告とりまとめ及び提出。 

(6) 利用団体間の連絡・調整及び登録事務。 

(7) 新規団体の利用申込時の許可。 

運営委員会要領の例 

（学校ごとに修正・補足してください） 
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(8) 一般開放に関する指導・助言。 

(9) 非常の場合の緊急処置体制の確立。 

(10) その他必要事項。 

（事務局） 

第７条 運営委員会の事務局は、当該学校の学校施設開放運営委員会事務担当者宅に置く。 

       附 則 

１ この要領は、昭和６０年４月１日から施行する。 

２ 昭和４４年１０月１日施行の松戸市○○○学校体育施設開放運営委員会要領は、廃止す

る。 

      附 則 

      この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 

      附 則 

      この要領は、平成２８年２月１日から施行する。 

      附 則 

      この要領は、令和３年４月１日から施行する。 
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